
 

 

Ⅱ 大学知的財産本部整備事業の評価 
１．事業の概要 
大学知的財産本部整備事業（以下「整備事業」という。）は、特許等の原則

機関帰属への移行の本格化等を踏まえ、大学等における知的財産の創出・管

理・活用の基盤整備を図るため、平成１５年度より開始した事業である。実

施機関として選定された４３機関においては、知的財産ポリシーをはじめと

する各種規程の整備、知財活動を行う人材の確保を含む組織体制の整備等を

他の大学等にさきがけて実施するとともに、それらの経験や成果を研修・啓

蒙活動などを通じて他大学等に普及させることにより、大学等における知的

財産・産学官連携システムの構築・強化を図ることを目的としている。（Ⅴ３．

１－１参照）知財人材の人件費、普及・啓蒙活動のための事業費等に１機関

あたり１３～１３０百万円（18 年度）の経費が措置されている。なお、平成
１７年度からは、大規模共同研究の実施などの体制や制度整備のため、６大

学に対して追加的な経費が措置されている。 
 
２．事業の実施による効果 
  事業実施機関においては、副学長等をトップに据えた全学横断的な知的財

産に関する総合的な体制が構築され（図Ⅱ－２－１）、知的財産ポリシーをは

じめとする基本的な学内ルールが整備された（図Ⅱ－２－２）。また、学内教

職員への普及・啓発活動の実施、機関帰属・出願の決定などの審査体制や知

財管理システムの導入などを行うとともに、これらの経験や成果を研修等を

通じて実施機関以外の大学等（非実施機関）に普及させる活動を行っている。

これらは、非実施機関における体制や学内ルールの整備（図Ⅱ－２－３）を

先導するとともに、大学等全体の発明届出件数、特許出願件数、共同研究実

施件数、ライセンス件数等の増加の基盤になっている（図Ⅱ－２－４・５）。

なお、資料Ⅱ－２－６に大学知的財産本部の活動による成果事例を示す。 
 

図Ⅱ－２－１ 全学横断的な知的財産に関する総合的な体制の例（京都大学） 
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図Ⅱ－２－２ 知的財産本部整備事業実施機関における知財管理活用体制・規程策定状況 

図Ⅱ－２－３ 大学等における知財管理活用体制・規程策定状況（平成１９年４月１日現在） 
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図Ⅱ－２－４ 大学等における共同研究実施件数等の推移 

図Ⅱ－２－５ 大学等における特許実施料収入の推移 
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・知財本部が特許出願(H17年)
・特許出願数：国内 1２件

海外 ４件

・㈱トプコンに実施許諾(H17年)
・実用化に向け同社と共同研究
を実施 (H17年)

・実施料収入：約3,５00万円
・㈱トプコンが第37回機械工業
デザイン賞「最優秀賞・経済産
業大臣賞」受賞

技術移転 成果知財管理（知財保護）

超高速の光断層映像法（ＯＣＴ）を開発。㈱トプ
コンへの技術移転により、世界最高レベルの高速
性と位置分解能を有する三次元眼底断層撮影装置
を製品化。第一世代OCT機では世界に遅れを取っ
た日本が、超高速第二世代OCT機では世界に先行。

①第二世代高速ＯＣＴ機（眼底像撮影装置）で世界に先行 【筑波大学×㈱トプコン】

3次元眼底像撮影装置 網膜断層映像の例（黄斑円孔）

③メタボロームの高速定量解析技術の開発 【慶應義塾大学×ﾋｭｰﾏﾝ･ﾒﾀﾎﾞﾛｰﾑ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱】

メタボローム(生体内の代謝物質の総称)の高速定量
解析を可能にした世界初の画期的な技術を開発。装
置メーカーへの技術移転により製品化するとともに、
応用技術を発展させるためのベンチャー設立、同社
に技術移転。

・知財本部が特許出願(H13年)
・特許取得数：国内 1件
・特許出願数：国内 1件

・装置メーカーに実施許諾(H15年)
・測定・解析技術を発展させるため
ﾍﾞﾝﾁｬｰ設立(大学が出資）(H15年)
・同ﾍﾞﾝﾁｬｰに権利譲渡及びﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ利
用許諾(H16年,H18年)

・実施料収入：約2,100万円
・解析装置は41台の販売実績
・産学官連携功労者表彰「科学技
術政策担当大臣賞」受賞

技術移転 成果知財管理（知財保護）

・知財本部が特許出願(H17年)
・特許取得数：海外 2件
・特許出願数：国内 14件

海外 1件

・(有)金沢大学TLOを通じて
日・米・独の３社に実施許諾
(H17年､19年)

・実施料収入：約3,040万円
・産学官連携功労者表彰「日本学術
会議会長賞」受賞

技術移転 成果知財管理（知財保護）

人体内のたんぱく質やDNAを映像として捉えるこ
とに世界で初めて成功、生命科学の研究手法を将
来一変できる革新的な顕微鏡であり、世界的に優
位性を持つ技術を開発。(有)金沢大学TLOを通じ
て世界３極の専業ﾒｰｶｰに技術移転。

②原子間力顕微鏡の革命【金沢大学×SIINT×米･ﾋﾞｰｺ×独･JPK×(有)金沢大学ﾃｨｰ･ｴﾙ･ｵｰ×ｵﾘﾝﾊﾟｽ】

高速原子間力顕微鏡 撮影された動くＤＮＡ

 

【資料Ⅱ－２－６】大学知的財産本部整備事業の成果事例 
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３．マイルストーン指標による分析 
  本事業は、実施４３機関における経験や成果を大学等全体に普及させるこ

とを目的としたものであり、非実施機関に対しても施策の効果が波及してい

るものと考えられるが、実施機関に対しては知財人材の人件費や活動費等が

措置されるため、実施機関の知財活動は非実施機関と比べて相対的に大きな

ものとなると考えられる。その直接的な効果を評価するため、共同研究・受

託研究、特許出願・実施や大学発ベンチャー設立等のマイルストーン指標の

変化について、実施機関と非実施機関を比較分析した。 
なお、これらの指標の変化は、機関の形態や規模、研究ポテンシャル等に

大きく依存しており、できる限り事業実施の有無のみによる指標の変化の相

違を抽出するため、次のような基準で比較分析を行う評価対象機関の均質化

を図り、最終的に、実施２７機関、非実施３３機関を比較分析の対象とした。 
ⅰ）国立大学法人のみを対象とし、かつ、共同利用機関、高等専門学校、教

育大学、芸術大学等を除外。 
ⅱ）各指標について常に上位に位置づけられる８機関（すべて実施機関）を

除外。 
ⅲ）平成１８年度時点で特許出願をしていない１８機関（すべて非実施機関）

を除外。 
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図Ⅱ－３－１ 国立大学の産学官連携・知的財産活動指標の順位分布と対象機関の分布 
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（１）共同研究件数 
事業開始の平成１５年度を境に、増加件数及び増加率とも実施２７機関が

非実施３３機関を上回っている。 
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（２）共同研究受入額 
増加額は実施機関が非実施機関を上回っているが、増加率は同程度となっ

ている。 
これは、非実施機関の共同研究受入額が実施機関に比べてかなり小さい（平

成１５年度における１機関あたりの平均受入額：実施機関２０９百万円、非

実施機関７５百万円）ことによる。すなわち、実施機関が非実施機関と同率

の伸びを確保するためには非実施機関の２倍以上の金額を新たに確保する必

要があるためである。実施機関においては、（１）で前述したとおり件数の増

加は顕著であるが、（３）で後述するように１件あたりの受入額は頭打ちとな

っているため、受入額全体の伸び率は同程度となっている。なお、参考とし

て示した国公私立大学全体のデータにおいては、実施機関と非実施機関で件

数の伸び率の差がより大きく、受入額の伸び率の小さな非実施機関が多数含

まれるため、実施機関の伸び率が大きくなっている。 

図Ⅱ－３－２－１（左図） 共同研究件数動向（対象機関） 
図Ⅱ－３－２－２（右図） 共同研究件数動向（国公私立大学（参考））  
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（３）共同研究一件あたりの受入れ額 

金額では実施機関が非実施機関を上回っているが、増加額及び伸び率とも

に非実施機関が実施機関を上回っている。 
これは、非実施機関の共同研究１件あたりの受入金額が実施機関に比べて

小さく「伸びシロ」が大きいと考えられる一方、実施機関では１件あたりの

平均受入れが頭打ちになっていることによる。参考で示した全大学のデータ

ではその傾向がさらに顕著となっている。非実施機関の平均額は、未だ実施

機関に及んでいないが両者は接近しつつあり、共同研究一件あたりの受入額

の相場が形成されつつあるようにも見える。 
科学技術・学術審議会産学官連携推進委員会の報告書においては、共同研

究１件あたりの受入額が２００万円程度で推移しており大規模な共同研究が

増加していないことを指摘した上で、事業化を見据えたプロデュースを行う

など、組織的・戦略的な共同研究の推進を提言している。現在の１件あたり

平均受入れ額は、共同研究の多くが教員個人単位で実施されていることを示

しているとも考えられ、大学の「知」の集積を活用した本格的なイノベーシ

ョン創出には結びつきにくい。このような状況を受け、平成１７年度からは、

本事業の一環として大規模共同研究の実施などの体制や制度整備のため、６

大学に対して追加的な経費が措置されている。これらは平均額には大きな影

響は与えるには至っていないものの、図Ⅱ―３―５－１・２に示すように共

同研究の大型化の動きも出てきている。東京大学における具体的な取組とそ

の成果を参考Ⅱ－３－６に示す。 

図Ⅱ－３－３－１（左図） 共同研究受入額動向（対象機関） 
図Ⅱ－３－３－２（右図） 共同研究受入額動向（国公私立大学（参考））  
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図Ⅱ－３－５－１（上図） 平成１３年度、１５年度、１８年度における 
共同研究一件あたりの受入額分布（実施機関） 

図Ⅱ－３－５－２（下図）   同上           （非実施機関） 
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図Ⅱ－３－４－１（左図） 共同研究一件あたりの平均受入額動向（対象機関） 
図Ⅱ－３－４－２（右図）  共同研究一件あたりの平均受入額動向（国公私立大学（参考））
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（４）特許出願件数 
  事業開始の平成１５年度以降、実施機関の増加率が非実施機関の増加率を

上回っている。 
特許出願数は、平成１６年度の国立大学法人化に伴う特許の原則機関帰属

化に伴い大幅に増加しているが、発明数も増加しており（図Ⅱ－３－７－３

参照）、実施機関が非実施機関を先導して、大学等全体における知財活動が活

発化していることを顕著に示している。 
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図Ⅱ－３－７－１（左図） 特許出願件数動向（対象機関） 
図Ⅱ－３－７－２（右図） 特許出願件数動向（国公私立大学（参考））  
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図Ⅱ－３－７－３  発明件数の推移 
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（５）特許権利化件数 
  事業開始の平成１５年度以降、実施機関の増加率が非実施機関の増加率を

上回っており、実施機関が非実施機関を先導して、大学等全体における知財

活動が活発化している様子が示されている（図Ⅱ－３－8）。なお、公私立大
学については１５年度のデータが存在しないことから、国立大学のデータの

みを示す。 
  

197

78

100

117
152

0

50

100

150

200

250

H13 H15 H18

0

50

100

150

200

250

実施機関

非実施機関

一機関あたりの
伸び率（実施機
関）

一機関あたりの
伸び率（非実施
機関）

件数

 
       図Ⅱ－３－８ 特許権利化件数動向（対象機関） 
 
 
（６）特許実施件数及び特許実施料収入 
  （５）と同様、事業開始の平成１５年度以降、実施機関の増加率が非実施

機関の増加率を上回っており、実施機関が非実施機関を先導して、大学等全

体における知財活動が活発化している様子が示されている。（図Ⅱ－３－９－

１,図Ⅱ－３－10－１） 
なお、国公私立を通じた実施料収入では伸び率の減少がみられるが、これ

は未だ全体の規模が小さく、一部の大型特許の収入が全体に大きな影響を与

えていることによると考えられる。 
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（３）特許実施料収入について 
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図Ⅱ－３－９－１（左図） 特許実施件数動向（対象機関） 
図Ⅱ－３－９－２（右図） 特許実施件数動向（国公私立大学（参考））  
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図Ⅱ－３－10－１（左図） 特許実施料収入動向（対象機関） 
図Ⅱ－３－10－２（右図） 特許実施料収入動向（国公私立大学（参考））  
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（７）大学発ベンチャー設立数 
  事業開始の平成１５年度以降、実施機関の平均伸び率が非実施機関の平均

の伸び率を上回っている。  
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  なお、大学発ベンチャーの創出にあたっては、知的財産管理体制の整備の

みならず、大学等における起業支援制度の有無、起業のための技術開発やメ

ンタリング等を行うベンチャー・ビジネス・ラボラトリー（VBL）などのイ
ンキュベーション施設が大きな役割を果たしていると考えられる。支援制度

及びインキュベーション施設の有無と起業率及びその伸びとの関係（図Ⅱ－

３－12－１・２）から、これらの支援策が有効に機能していることがわかる。 
   
 

 

図Ⅱ－３－11－１（左図） 大学発ベンチャー設立数動向（対象機関） 及び 
図Ⅱ－３－11－２（右図） 大学発ベンチャー設立数動向（国公私立大学（参考））  
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（８）総論 
  以上、大学知的財産本部整備事業が大学で創出された研究成果を実用化す

るまでの間の各マイルストーンにどのような影響を与えたかについて、実施

機関と非実施機関の指標の伸び率を比較等することにより分析を行った。そ

の結果、共同研究受入額（総額及び１件あたり）を除いた全てのマイルスト

ーン指標において、実施機関における指標の増加量及び増加率が非実施機関

を上回っており、整備事業の効果が十分に現れていることがわかった。 
  また、１件あたりの共同研究受入額については、（３）で述べたように規模

の拡大につながる事業の成果も現われ始めており、産学連携の深化とともに

今後、組織的な大型共同研究が多数実施されていくことが期待できる。 
  特許に関する指標からは、特に実施機関が非実施機関を先導して大学等全

体における知財活動を活発化している様子がうかがえる。しかしながら、米

図Ⅱ－３－12－１（上図） 各機関における、平成１７年度の「起業率」の平均 
図Ⅱ－３－12－２（下図） 各機関における、平成１７年度における起業率と 

平成１５年度における起業率の差の平均 
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国の大学等と比較すると特許出願（2005 年で米:10,270 件、日:7,197 件）に

比べ、特許実施及び実施料収入は、米国の大学等の実績（2005 年で新規実施

契約数:4,783 件、実施料収入:約 1,840 億円）に対して依然としてかなり低い

水準（平成 18 年度の増加数:1,589 件、実施料収入:約８億円）となっている。
特許の出願から権利化、実施までは数年を要することから、我が国の特許実

施及び実施料収入はこの数年で大きく伸びることが期待できるものの、今後

の推移を注視した上で所要の対策を講じていく必要がある。 
大学発ベンチャー設立数については、大学による支援体制の整備による効

果が現れてはいるが、諸外国と比べると低い水準である。（Ⅴ２．９－１参照） 
  
なお、本分析を行うにあたり、各指標について常に上位に位置づけられる

８機関（すべて実施機関）を除外しているが、これらの大学の各マイルスト

ーン指標値の推移を非実施機関と比べたものを図Ⅱ－３－13－１～8 に示す。
他の実施機関と同様、多くの指標で事業開始の平成１５年度以降、８機関の

増加率が非実施機関の増加率を上回っていることがわかる。特許権利化件数

については伸び率がほぼ横ばいであるが、質の良い特許を出願していた８大

学の権利化件数が頭打ちになっている可能性もある。また、特許実施料収入

の伸び率の減少については、全体の規模が未だに小さく、一部の大型特許の

収入が全体に大きな影響を与えていることによると考えられる。 
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図Ⅱ－３－13－１（左図）  共同研究件数動向（上位８機関及び非実施機関） 
図Ⅱ－３－13－２（中央図） 共同研究受入額動向（同上） 
図Ⅱ－３－13－３（右図）  共同研究一件あたりの平均受入額動向（同上） 
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図Ⅱ－３－13－７（左図）特許実施料収入（上位８機関及び非実施機関） 

図Ⅱ－３－13－８（右図）大学発ベンチャー設立数動向（同上） 
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図Ⅱ－３－13－４（左図）  特許出願件数動向（上位８機関及び非実施機関） 
図Ⅱ－３－13－５（中央図） 特許権利化件数動向（同上） 
図Ⅱ－３－13－６（右図）  特許実施件数動向（同上） 
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４．大学知的財産本部整備事業の評価のまとめ 
  これまでの分析・検討により、本事業の事業実施機関において、学内ルー

ルや体制整備などが図られ、共同研究件数、特許出願件数、ライセンス件数

等の増加に寄与していることが明らかになった。また、研修等を実施して非

実施機関に対する経験や成果の普及活動等も行っており、大学等全体の産学

官連携・知的財産管理体制の整備に大きく貢献している（図Ⅱ－４－１）ほ

か、大学等全体の産学連携活動の基盤となっていると考えられる。 
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また、実施機関における特許関連経費は、取り扱う発明や特許の数の増加

とともに年々増加する一方、本事業によって手当てされる経費はほぼ一定で

あることから、運営費交付金や間接経費など自己財源からの支出の割合が増

えてきている（図Ⅱ－４－２）。事業開始時の平成１５年度は、本事業費が全

経費の半分以上を占めていたが、平成１８年度においてその割合は３分の１

程度になり、本事業が「呼び水」として、大学等独自の取組や資金調達を促

進していると考えられる。しかしながら、今後、出願した特許の権利化や国

際出願等の増加などにより、大学等における特許関連経費は益々増額の必要

性に迫られている。大学等においては、効率化を図りつつも競争的資金の間

接経費等によって特許管理経費の確保に努めるとともに、国も大学等の自立

へのインセンティヴを確保しながら支援等の施策を講じていく必要がある。 

図Ⅱ－４－１ 非実施機関（国公私立大学等）における知財管理体制・規程等の策定状況 
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なお、知財活動に携わる人材の数も年々増加し、平成１８年度は１５年度

に比し１．５倍となっている（図Ⅱ－４－３）が、本事業が人件費の財源の

半分を占めている。本事業費は主として外部専門人材の登用に使われている

ものと推察される。 
 

【特許関連経費の推移】

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度

「大学知的財産本部整備事業」委託費

間接経費

実施料収入

運営費交付金

その他

2,242 (46%)

2,402 (39%)

1,419(37%)

123(3%)

1,671 (34%)

986 (16%)

169 (3%)

2,097 (34%)

521 (8%)

76 (2%)

189  (4%)

141 (3%)
620 (13%)

111 (3%)

6,175

42%

50%

53%

6,814

2,416 (36%)

1,376 (20%)

166 (2%)

2,288 (34%)

56%

569 (8%)

2,127 (55%) 

約１４，５００万円17年度

約１１，０００万円16年度

約 ９，０００万円15年度

１機関当たりの規模

（参考）１機関当たりの規模の推移

4,865

3,857

18年度 約１５，８００万円

注）百万円単位で四捨五入しているため、合計は一致しない。

（単位：百万円）

 
 
 
 

43 44 44 44

365 407 471 530
64

98
119

159357
453

494
510

191

159
151

153

35
45

64
100

217

266
265

342

20

36
50

97

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度

他機関からの派遣

その他

ポスドク

外部専門家

内部人材（兼任）

内部人材（専任）

外部人材

本部長

平成１8年度財源別75人
 4%

92人
 5%

791人
 43%

880人
 48%

運営費交付金

知財本部整備事業委託費

間接経費

その他

○人件費の財源は運営費交付金
と大学知的財産本部整備事業
の委託費がほぼ半分ずつを占
めている

○知財活動に携わる人材は年々
増加
（１５年度から１８年度に約1.5倍）
○知財活動に専任する人材※ の
約８割は外部人材
※内部人材（専任）及び外部人材

専任人材のうち外部人材の占める割合
平成１５年度 ３６５人／４２９人（８５％）
平成１６年度 ４０７人／５０７人（８１％）
平成１７年度 ４７１人／５９０人（８０％）
平成１８年度 ５３０人／６８９人（７７％）

1,292

1,508
1,658

【大学知的財産本部整備事業対象４３機関における人材数の推移】

1,935

（注） 外部人材 ： 企業経験者等外部から知財本部に係る業務に従事
するために雇用し、又は派遣された者

外部専門家 ： 弁護士、弁理士等
その他 ： 勤務形態が非常勤・謝金支払の者

 
 
 

図Ⅱ－４－２ 実施機関における特許関連経費（特許出願・体制整備等）の推移について 

図Ⅱ－４－３ 実施機関における知財活動に携わる人材の状況について 
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